
３／２６(火）の行事

報道発表資料の配付日時 ３月１１日（月）１５時００分

発 表 項 目 HOKKAIDO WOOD BUILDING（ﾎｯｶｲﾄﾞｳ ｳｯﾄﾞ ﾋﾞﾙﾃｨﾝｸﾞ）登録証の交付式につ

いて（根室市の２施設に交付）

（ 行 事 名 ）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

北海道では、道産木材の利用拡大を目的として建築物の木造化、木質化を

概 要 推進するため、道産木材を使用した建築物を、建築主等からの届出により

「HOKKAIDO WOOD BUILDING」として登録し、施設内に木製の登録証を掲示し、

道民に道産木材の魅力を発信しています。

現在、全道で６６件の施設が登録されており、このたび、根室市の子供向

け屋内遊技施設「ふるさと遊びの広場」が令和6年1月1日に63番目、根室市

花咲港会館（コミユニティくるまいし）が令和6年3月1日に65番目として登

録されましたので、次のとおり登録証の交付式を行います。

記

１ 日 時 令和６年(2024年)３月２６日（火）１３時３０分

２ 場 所 根室市常盤町２丁目２７番地

根室市役所 市長室

３ 交付者 北海道根室振興局長 岡嶋 秀典

４ 受領者 根室市長 石垣 雅敏

参 考 ○参考添付

HOKKAIDO WOOD BUILDING パンフレット（資料１)

HOKKAIDO WOOD パンフレット（資料２）

報 道 ( 取 材 ) ○道産木材の利用拡大に繋がるよう、本制度への登録施設について広く周知

に 当 た っ て したいので、積極的な取材・報道をお願いいたします。

の お 願 い

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)

と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 根室振興局 産業振興部林務課（担当者：林務課長 鈴木 克哉）

（ 連 絡 先 ） （ 〃 ：林務係長 高橋 遼平）

ＴＥＬ ０１５３－２２－２８０２（鈴木）

ＴＥＬ ０１５３－２４－５６３９（高橋）



１ 趣 旨

北海道において道産木材を使用した建築物を登録し、施設内に木製の登録証を掲示することなどを通じ、道民に
道産木材製品の魅力を広く発信し、認知度の向上を図るとともに、建築物の木造化、木質化を推進することで道産
木材の利用拡大に資することを目的とする。

２ 対 象
以下のHOKKAIDO WOOD BUILDING（以下、HWBという）の基準を満たす建築物。

（１） 北海道内で完成した建築物
（２） 原則として構造材や内装材、外装材に道産木材を使用した建築物
（３） 住宅は除く（ただし、兼用住宅の事務所・店舗等は含む）
（４） ２０１９年4月以降に竣工した建築物
（５） 上記の要件に寄りがたい建築物は別途協議する

HOKKAIDO WOOD（以下、HW）のメンバーに登録している者でHWブランド を積極的にPRする意欲のある
者。かつ、当該建築物の建築主・設計者・施工者のいずれか。

３ 登録届出者

４ 登録手続き

（１） 登録届出者が登録届及び添付書類を届出先へ提出。
（２） 届出内容の確認後、HWB登録簿に登録し、登録届出者に木製の登録証を交付する。
（３） 登録は随時可能。

HOKKAIDO WOOD BUILDING登録募集中
ホッカイドウ ウッド ビルディング

HOKKAIDO
WOOD BUILDING

公式サイト

木製登録証



５ 登録施設一覧

HOKKAIDO WOOD
公式サイト

《届出先・問い合わせ先》

〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道水産林務部林務局林業木材課利用推進係
ＴＥＬ 011-204-5492
E-MAIL suirin.rinmoku11f@pref.hokkaido.lg.jp

２０２１年１０月から登録開始
6６施設登録（２０２4年３月現在）



道産⽊材製品をPRするロゴマークとキャッチフレーズができました。

「HOKKAIDO WOOD」は道産⽊材製品のブランド名称です。
道産⽊材製品を売りたい。たくさんの⼈に魅⼒を伝えたい。

そんな時に、ロゴマークとキャッチフレーズ「⽊の質は、森の質。」をご活⽤ください。
道産⽊材製品とは…北海道の森林で産出された原料をその⼀部⼜は全部に⽤いて道内で加⼯された製品のことです。

ロゴマークは届出により、無料で使っていただけます。

🌲 道産⽊材製品を取り扱っている企業、個⼈、団体様
🌲 道産⽊材製品の魅⼒発信に賛同する企業、個⼈、団体様

HOKKAIDO WOODで、道産⽊材製品を⼀緒にPRしませんか?



詳細や届出はこちら！
https://hokkaidowood.com/

（注意）ロゴマーク及びキャッチフレーズは、商品の品質やサービス等の内容を保証したり、協議会の推奨品であることを⽰したりするものではありません。

住所 060‐0004
北海道札幌市中央区北４条⻄５丁⽬１林業会館３F

電話 011-251-0683 FAX 011-251-0684
Mail doumokuren@woodplaza.or.jp

《ロゴマークの使⽤事例》
道産⽊材製品の魅⼒を伝えたいという思いをもつ企業や、応援してくださる⽅などが、

様々な場⾯でロゴを使⽤し、HOKKAIDO WOODを広めています。

《ロゴマークの使⽤⽅法》

ロゴマークはこんな⽅が使えます。
🌲 道産⽊材製品を取り扱っている企業、個⼈、団体様
🌲 道産⽊材製品の魅⼒発信に賛同する企業、個⼈、団体様

ロゴマークの使⽤には届出が必要です。
下記ホームページの「ロゴマーク使⽤届出フォーム」より、使⽤開始希望⽇の２週間前までに
お申し込みください。使⽤開始希望⽇の前⽇までに協議会からの不適合通知（メール）がなければ、
届出どおり使⽤開始希望⽇からロゴマークをご使⽤いただけます。

ロゴマークの使⽤届出をすると…
🌲 HOKKAIDO WOODのホームページにて使⽤届出企業等さまの情報を掲載します。

（使⽤届出フォームで掲載を希望された場合）

🌲 HOKKAIDO WOODのSNSアカウントにて使⽤届出企業等さまの情報をご紹介できます。

道産⽊材製品販路拡⼤協議会
（事務局：北海道⽊材産業協同組合連合会）

FacebookとInstagramも更新中！


